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対象となる住宅／市内の住宅で、次のすべてに該
　当するもの
①昭和56年５月31日以前に建築確認を受けて建築
　された一戸建ての木造住宅で、階数が２階以下
　のもの
②併用住宅については、延床面積の半分以上が住
　宅の用に供されているもの
③枠組壁工法、丸太組工法または大臣など特別の
　認定を受けた工法でないもの
④過去にこの制度の耐震診断を受けていないもの
対象者／対象となる住宅の所有者で、市税の滞納
　がない方
実施予定棟数／70棟（先着順)
申込方法／建築指導課、各支
　所・出張所および各地区公
　 民 館 に ある「 土 浦 市 木 造 住
　 宅 耐 震 診 断 申 込 書」を 郵 送
　または直接

　市では、市民の皆さんの生命と財産を守るため、
建築から一定期間を過ぎた木造住宅で耐震診断を
希望する方に、「茨城県木造住宅耐震診断士」を派
遣します。ぜひ受診してください。

木造住宅の

申問

変更路線 変更内容 変更地区

①荒川沖木田余線 一 部 拡 幅 木田余、川口二丁目
湖北一丁目、二丁目

②下高津桜町線 廃 止 桜町四丁目、
下高津一丁目、二丁目

③田宿中城線 廃 止 大手町、中央一丁目

④駅前東崎線 一 部 廃 止 川口一丁目、東崎町

⑤中貫白鳥線 一 部 廃 止 中貫

⑥神立駅東西
　自由通路線 位置の変更 神立中央一丁目

　市では、都市計画道路の効率的な整備を図るため都市計画の変更検討を進
めております。下記の路線ごとに都市計画に関して説明会を開催いたします。
どなたでも参加できます。 

都市計画道路の都市計画変更に関する説明会について

問

◇耐震改修計画作成費補助
対象住宅／30㎡以上の住宅で上部構造1.0未満のもの
補助金額／作成費の３分の１（上限10万円）
補助件数／10件（先着順）
◇耐震改修工事費補助
対象住宅／耐震計画作成費補助を受けた住宅で、改修

により上部構造評点が0.3以上上昇し、かつ1.0以上
のもの

補助金額／改修工事費の３分の１（上限30万円）
補助件数／５件（先着順）

建築指導課（☎826-1111　内線2254）　  

説明会日時 開催場所 説明路線

7 月１日（月）
午後７時～ 中貫公民館 ⑤中貫白鳥線

7 月２日（火）
午後 7 時～

神立地区コミュ
ニティセンター

⑥神立駅東西自由  
　通路線

7 月 3 日（水）
午後 7 時～ 生涯学習館

②下高津桜町線
③田宿中城線
④駅前東崎線

７月５日（金）
午後 7 時～ 二中地区公民館 ①荒川沖木田余線

７月７日（日）
午後 2 時～ 一中地区公民館

②下高津桜町線
③田宿中城線
④駅前東崎線
⑤中貫白鳥線

７月７日（日）
午前９時～

湖北一・二丁目
公民館 ①荒川沖木田余線

①～⑤都市計画課（☎826-1111　内線2370）
⑥土浦・かすみがうら土地区画整理　　　　　

一部事務組合（☎886-3085）

無料耐震診断

耐震改修計画の作成費、
耐震改修工事費の助成無料耐震診断

対象者／次のすべてに該当するもの
◎土浦市木造住宅耐震診断士派遣事業で耐震診断を受

けた方
◎対象となる住宅を所有し、自分が居住するために耐

震改修工事を予定している方
◎市税の滞納のない方
申込方法／建築指導課にある申込書に必要な書類をそ

えて直接


